
 

 

導入促進基本計画 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

  

本市の人口は、令和２年国勢調査結果では１４１，２６８人となっており、人 

口推移をみると、平成１２年の１４６，５６２人をピークに減少局面に入っている 

ことがわかる。令和２年の人口の年齢構成をみると、０～１４歳の人口が１６，８ 

１５人（１１．９％）、１５～６４歳の人口が８１，３９０人（５７．６％）、６５ 

歳以上の人口が４３，０６３人（３０．４％）であり、生産年齢人口（１５歳以 

上６５歳未満）が減少する一方で、高齢者人口（６５歳以上）は増加傾向にある。 

市内総生産は、約５，０００億円で埼玉県の県内総生産約２３兆６，４００億円 

の約２．１％を占め、県内１３位となっている（埼玉の市町村民経済計算）。売上 

高（企業単位）の構成比は、卸売・小売業が２１．９％、建設業が１４．２％、製 

造業が１０．６％となっている（地域経済分析システム）。なお、平成２９年市町村 

別農業産出額は約３５０億円で埼玉県内１位である。農業・林業の構成比は１．２％ 

であり、全国及び埼玉県の０．３％と比較し高い比率であることがわかる（地域経 

済分析システム）。 

中小企業者は人手不足解消や事業の維持・発展のため設備導入による生産性向上 

の必要性が高まっていると認識しており、設備の老朽化をきっかけとした廃業の歯

止めにもなると考えている。 

 

（２）目標 

  

労働生産性の向上は、中小企業者の利益の拡大につながるだけでなく、顧客満足 

度の向上、従業員の賃金の上昇等、市内経済を成長させるものである。また、本市

の場合、２０１５年から２０４０年の間に生産年齢人口（１５～６５歳未満）が約

２５，０００人減少していくと見込まれていることから、市内中小企業者による幅

広い取組みを促し、設備投資等の支援を行い、労働生産性向上に取り組む必要があ

る。 

これらのことから、生産性特別措置法第３７条第１項の規定に基づく導入促進基 

本計画に適合するもので、先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込ま

れる先端設備等導入計画の目標認定件数を次のとおりとする。 

 

目標認定件数：４０件 

  

  



（３）労働生産性に関する目標 

   

先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性（導入促進指針に定めるもの

をいう。）が年平均３％以上向上することを目標とする。 

 

２ 先端設備等の種類 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

   

本市は、１（１）の産業構造にもあるとおり、製造業、卸売・小売業、建設業が高

い比率を占めており、農業・林業の構成比も全国平均より高いことから多様な業種

が市内経済、雇用を支えていることがわかる。これらの産業で広く中小企業者の生

産性向上を実現する必要があり、市内中小企業者による幅広い取組みを促し、設備

投資を支援する観点から、本計画において対象とする設備は、経済産業省関係生産

性向上特別措置法施行規則第１条第１項に定める先端設備等全てとする 

 

（２）対象業種・事業 

 

平成１８年１月１日に深谷市、岡部町、川本町及び花園町の１市３町の合併によ

り、新たな深谷市が誕生し、面積は１３８．３７㎢であり、そのうち田畑が４２．

０％と地域の約半分を占めている。 

本市の産業は、観光客のアクセス・都市拠点である花園インターチェンジ周辺エ

リア及びＪＲ深谷駅周辺の中心市街地エリア、さらに JR 高崎線・八高線および秩

父鉄道線の３鉄道網周辺と、交通網において幅広いエリアに広がっている。また、

産業拠点として深谷工業団地、春日丘工業団地、熊谷工業団地、岡部地区には工業

集積地を有し、こちらも幅広いエリアに存する。それに加え市内全域に点在する農

村地域と、すべて広域に立地している。これらの地域で市内中小企業者による幅広

い取組を促すため、本計画の対象区域は当市の全域を対象とする。 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

   

  国が同意した日から２年間とする。 

 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

  

  ３年間、４年間又は５年間とする。 

 



５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 

 雇用の安定、健全な地域経済の発展のため、以下の事項につき配慮を求める。 

 

・第２次深谷市総合計画に沿った取組になるよう努めること。 

・公序良俗に反する取組を除く。 

・市税に滞納があるものを除く。 

・人員削減を目的とした取組を除く。 

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２項に規定する暴力団の構成員若しくはその関係者又はその利益となる活動

を行う者が事実上参加しているものを除く。 

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条に定める業種を除く。 

 

 

  

 


